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改正行政不服審査法（平成26年法律第68号）が、

平成28年4月1日から施行されました。

総務省行政管理局

審理手続の一般的な流れ

処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てることができる制度（不服申立
制度。国・地方に共通）が、公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、
約50年ぶりに抜本的に見直されました。平成28年4月1日以降にされた
処分に対する不服申立てから、新しい不服申立制度が適用されます。

本リーフレットや行政不服審査法の考え方などに関するお問合せは、
総務省行政管理局行政手続室にどうぞ

新たな行政不服審査法が
スタートしました‼

※あくまで一般的に想定される審査請求人からみた審理手続の流れであり、実際は、個々の案件の内容などにより変わり得ます。
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全部認容される場合、
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（審査請求期間を過ぎているなど）
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年　月　日

反論書の提出 年　月　日

証拠書類等の提出 年　月　日

審理関係人への質問 年　月　日

口頭意見陳述 年　月　日

提出書類等の
閲覧・交付 年　月　日

参考人陳述・鑑定・
検証・物件の提出 年　月　日

第三者機関への諮問 年　月　日

第三者機関の答申 年　月　日

審査請求書提出




